
　

指定特定一般相談支援事業所 北広島市地域生活支援強化事業

＜対象の方＞
北広島市にお住まいで、障がいのある方。
(知的障がい、精神障がい、身体障がい、発達障がい等)

*手帳がなくても構いません。
ご家族の方。事業主、関係機関の方からのご相談も承ります。
まずはお気軽にご相談ください。

＜住まいに関して＞
アパートやグループホームを探している方への入居に
必要な調整等・家主等への相談・助言も含める支援を
行います。

＜サービス等利用計画、地域生活への移行、定着相談＞
障害福祉サービス等の利用を希望する方のプランを作成しま
す。また、施設や病院に長期入所等していた方が地域での生
活に移行するお手伝いをします。

障がい者就労支援センター めーでる

めーでるは主に就労へ向けて、精神保健福祉士やジョブコーチの資
格を持った相談員がご相談をお受けします。住居を探すお手伝いも
します。また、福祉サービスを利用する際は計画プランも作成しま

＜就労準備、求職活動＞
仕事を探すためのお手伝いをします。
面接の練習や履歴書を書く練習をは
じめ、ハローワークへ行くお手伝い
をしています。

＜関係機関との連絡調整＞
市役所、ハローワーク、職業セン
ター、事業主、福祉施設等と連携し
てアドバイスや情報提供を行います。

＜職場定着支援＞
職場内での困りごとがあれば相談
してください。職場への訪問もし
ます。ご本人だけでなく、事業主
の方からの相談にも応じます。

・職場の対人関係で悩んでいる・・・。
・転職を考えているがサポートして欲しい・・・。
・履歴書の書き方が分からない・・・。
・住む家を探しているがどうしたら良いのかな？
・福祉サービスを利用する時はプランが必要なの？
・障がいがある方を雇用しているが、どのように関わったら良いの？

こんなお悩み

ありませんか？
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